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養成スクール

何故ドローンスクール？
ドローンは精密電子機械の塊です。機体も大変高価ですが、万が一操縦
不能になり墜落したら大事故になります。車や飛行機は免許制度があり
操縦技能を学ぶ免許制度がありますが、ドローンに関しては、まだ制度
がありません。一般社団法人日本マルチコプター協会 (JMA) は国土交通
省の操縦士養成マニュアルに則った安全マニュアルで操縦士を育成して
います。

ドローンを飛行させるには
まずは、法律を知ろう！ドローンを飛行させるには、航空法、電波法、
無人航空機に関する法律、民法、条例など多岐にわたっています。当スクー
ルでは各種法令をわかりやすく説明いたします。飛ばしてもよい場所と
飛ばせない場所の違いなど教材や便利なアプリの使い方を学んでいただ
けます。

産業に特化　　　　初心者でも１から学べる

無人航空機の飛行に関する許可・承認申請に有利

駅の近くで受講ができる　　　学科実技２日でOK
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国土交通省の申請に至っては、飛行マニュアルなど、飛行実績を個人で証明するこ
とは大変なことです。しかし、スクールなど公共性の高い期間の終了証などは信頼
性が高く、今後の申請業務に当スクールの終了実績は有効と考えています。

無人航空機の取り扱いはとても危険で、正しい知識と高度な飛行技術は必須です。
当スクールは航空力学や気象などの専門知識の講習、マニュアル飛行などの技術的
指導を行うことで、危険回避また、正しい判断でのフライト計画が立てれる講習です。

当スクールの講師は、空撮や測量などドローンの第一線で活躍しています。ビジネ
スで活躍できるスキルを習得できるのが私たちが運営するスクールの特徴です。ま
た、プロ用ドローンを貸出ししますので、購入の必要はありません。

フライトコース習得で『国交省の全国包括申請許可』の、
終了証を発行いたします。

お問合せ

※日程はお問い合せください。　※法人用フライトコースもございます。

・学科講習費
・操縦訓練費
・包括申請費
許可承認期間の開始日から 3ヶ月毎及び許可・承認期間終了までの
飛行実績の報告を行う必要があります。

フライトコース（内訳）
・認定証発行費
・初期設定費
・飛行実施報告費（計 4回）

※申請にはドローンが必要となります。

一般社団法人日本マルチコプター協会 認定スクール

https://www.jma.world/〒631-0004 京都府城陽市長池北清水 33-14


